
高齢者在宅福祉事業費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者在宅福祉事業費補助金の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年

熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要

項」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（補助金の交付申請） 

第２条 要項第３条第１項の申請書の提出部数は、１部とし、その提出期限は、別途指定した期

日までとする。 

２ 要項第３条第２項の規定にかかわらず、規則第３条第２項の添付書類に掲げるとおりとする。 

(1) 年度高齢者在宅福祉事業費補助金所要額調（第１号様式） 

(2) 事業実施計画調（第２号様式） 

(3) 市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業計画書（第２号様式 別紙） 

(4) 歳入歳出予算書（見込）抄本（任意様式） 

 

（補助金の交付の条件） 

第３条 規則第５条第１項第３号のその他知事が必要と認める条件は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

(1) 標記申請における補助事業に要する経費の各事業間の配分を変更（それぞれの配分額のい

ずれか低い方の額の２０パーセント以内の変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受

けなければならない。 

(2) 補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びそ

の他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第

１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受け

ないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

廃棄してはならない。 

 (6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又

は一部を県に納付させることがある。 

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(8) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第３号様式による調書を

作成するとともに、補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び

証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その

承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、補



助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産がある場合は、前

期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間

を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（補助事業の対象期間） 

第４条 本事業の対象期間は、毎年度４月１日から翌年３月末日までとする。 

 

（補助金の変更交付申請） 

第５条 要項第５条第２項の変更申請書の提出部数は、１部とする。 

２ 前項の変更申請書には、第２条第２項各号に規定する書類を添付するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 要項第６条の申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から

起算して３０日を経過した日までとする。 

 

（実績報告） 

第７条 要項第９条第１項の実績報告書の提出部数は、１部とする。 

２ 要項第９条第２項の規定にかかわらず、規則第１３条の添付書類は次に掲げるとおりとする。 

(1) 年度高齢者在宅福祉事業費補助金精算書（第４号様式） 

(2) 事業実施状況調（第５号様式） 

(3) 市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業実施状況書（第５号様式 別紙） 

(4) 歳入歳出決算書（見込）抄本（任意様式） 

３ 要項第９条第３項及び第４項の提出期限は、交付決定のあった翌年度の５月末日とする。 

 

（雑 則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

この要項は、平成２８月８月２４日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 



市町村名

（単位：円）

総事業費
寄附金その
他の収入額

差引額
対象経費

支出予定額
基準額 県補助基本額 県補助所要額 備　　　考

Ａ　 Ｂ　 （Ａ－Ｂ）　　Ｃ Ｄ　 Ｅ　 Ｆ (F×2/3)  Ｇ

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

（注）　１
2

3

4

5
6
7 　G欄には、F欄の額に補助率2/3を乗じて得た額を記入すること。ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
8
9

種　　　　　　　　　　目

　Ａ欄には、市町村が歳出する助成事業に係る総費用を記入すること（歳出予算と一致すること。事業を委託する場合、委託先の総事業ではないので注意するこ
と。）。ただし、委託先において利用者から徴収する予定の実費相当分（原材料費、光熱水費等）がある場合は、実費相当分に対応する額を加えること（この場合、当
該加算分が歳出予算額と一致しない。）。

市町村老人クラブ連合会の活動促
進に対する助成

（第１号様式）
年度　高齢者在宅福祉事業費補助金所要額調

　A欄からD欄には、当該県補助事業により、市町村老人クラブ連合会に対し市町村が行う助成事業の額をそれぞれ記入すること。

市町村老人クラブ連合会が行う健康
づくり事業

　交付申請書には県補助所要額（G欄）を記入すること。

　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額を記入すること。

合　　　　　　　計

　C欄、F欄、G欄及び合計欄には計算式が入っているため、削除しないこと。

　Ｂ欄には、市町村の収入として計上するものを記入すること。ただし、委託先において実費相当分（原材料費、光熱費等）を別途徴収する場合は、実費相当分に対
応する額を加えること。

　Ｄ欄には、利用者から徴収する予定の実費相当分（原材料費、光熱水費）に対応する額は含めないこと。当該実費相当分を市町村の歳入予算に計上している団体
では、歳出予算から控除する必要があるので特に留意すること。

　Ｅ欄には、平成〇年〇月〇日付け高齢第○○号「平成〇〇年度高齢者在宅福祉事業費補助金の内示について」で通知した基準額を記入すること。



（第２号様式）
高齢者在宅福祉事業費補助金

市町村名

【市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業】

（Ａ） 健康づくり事業計画書の数 0 事業

１）健康づくり・介護予防支援事業 事業

２）地域支え合い事業 事業

３）若手高齢者組織化・活動支援事業 事業

４）市町村老連活動支援体制強化事業 事業

（Ｂ） 市町村老連における事業予算額（集計） 0 円

（Ｃ） （Ｂ）に対し市町村が助成する予定額（集計） 0 円

（Ｄ） （Ｃ）のうち県補助の対象経費の支出予定額（集計） 0 円

（Ｅ） 基準額 円

（Ｆ）
県補助基本額
※（Ｄ）と（Ｅ）を比較して少ない額

0 円

※Ｂ欄は、第２号様式　別紙のアの合計額と一致すること。
※Ｃ欄は、第２号様式　別紙イの合計額と一致すること。
※Ｄ欄は、第２号様式　別紙ウの合計額と一致すること。
　　また、第１号様式（健康づくり事業）のＤと一致すること。
※Ｅ欄は、第１号様式（健康づくり事業）のＥと一致すること。
※Ｆ欄は、第１号様式（健康づくり事業）のＦと一致すること。
※Ａ欄、Ｂ～Ｄ欄、Ｆ欄には、計算式が入っているため、削除しないこと。.

事業実施計画調

内訳



（第２号様式　別紙）

市町村名

事業名

事業実施市町村老連

事業の名称
（大会、講習会等）

事業の概要

実施の方法

講師等（役職等）

参加対象者

参加予定人数

実施時期（回数） （　　　　　　　　　　　　　回）

実施場所

市町村老連における
事業予算額（ア）

円

上記（ア）のうち、市町村が
助成する予定額（イ）

円

対象経費 補助額 備考

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 円

※「事業実施市町村老連」欄は、支部単位等で事業を実施する場合のみ記入すること。
※ア≧イ≧ウとなること。
※備品を購入する場合は、「備考」欄に品名、単価、個数等を記入すること。
※「対象経費支出予定額」には、計算式が入っているため、削除しないこと。

市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業計画書

上記（イ）のうち、県補助金
の対象経費
【対象経費】
給料、職員手当等、共済
費、報償費、賃金、旅費、需
用費、備品購入費、役務
費、委託料、使用料及び賃
借料

対象経費支出予定額

（選択してください）



（第３号様式）

市町村名：　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）

科目 予算現額 収入済額 科目 予算現額
うち間接
補助金等
相当額

うち国庫
補助金
相当額

支出済額
うち間接
補助金等
相当額

うち国庫
補助金
相当額

      年度厚生労働省所管

在宅福祉事業費補助金調書

１　「県」の「歳出予算科目」は、項及び目とともに、交付決定通知書に示した事業区分名も記入すること。
２　「市町村」の「科目」は、歳入にあっては、款、項、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。

　　　なお、歳出にあっては、前記１の県の歳出予算科目欄において交付決定通知書に示した事業費区分名を記載する場合において、これに対応する
　　経費が目の内訳にかかるときは、当該経費を目の内訳として記入すること。

３　「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減等の
　　区分を明らかにして記入すること。

歳入 歳出

市町村

（高齢者在宅福祉事業費補助金）

備考

県

歳出予算
科　　目

交付決定
の　　額

補助率

４　「備考」は、参考となる事項を適宜記入すること。



（第４号様式）

市町村名

（単位：円）

超過額 不足額

Ａ　 Ｂ　 （Ａ－Ｂ）Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ (F×2/3)G Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）　１
2

3

4

5
6
7
8
9

10

G欄には、F欄の額に補助率2/3を乗じて得た額を記入すること。ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額を記入すること。

市町村老人クラブ連
合会の活動促進に
対する助成

備　　　考

A欄からD欄には、当該県補助事業により、単位老人クラブ活動に対し市町村が行う助成事業の額をそれぞれ記入すること。

Ｂ欄には、市町村の収入として計上したものを記入すること。ただし、委託先において実費相当分（原材料費、光熱費等）を別途徴収した場合は、実費相当分に対応する額を加えること。

Ｄ欄には、利用者から徴収した実費相当分（原材料費、光熱水費）に対応する額は含めないこと。当該実費相当分を市町村の歳入に計上している団体では、歳出決算額から控除する
必要があるので特に留意すること。

Ｅ欄には、平成〇年〇月〇日付け高齢第○○号「平成〇〇年度高齢者在宅福祉事業費補助金の内示について」で通知した基準額を記入すること。

県補助
基本額

県補助
所要額

年度　高齢者在宅福祉事業費補助金精算書

市町村老人クラブ連
合会が行う健康づく
り事業

合　　　　　　　計

Ａ欄には、市町村が歳出する各事業に係る総費用を記入すること（歳出決算と一致すること。事業を委託する場合、委託先の総事業ではないので注意すること。）。ただし、委託先におい
て利用者から徴収した実費相当分（原材料費、光熱水費等）がある場合は、実費相当分に対応する額を加えること（この場合、当該加算分が歳出決算額と一致しない。）。

県補助
交付決定額

県補助金
受入済額

差引過不足額
選定額

C欄、E欄～G欄、I欄～L欄及び合計欄には計算式が入っているため、削除しないこと。
差引過不足額については、G欄とH欄の差額をそれぞれ記入すること。
Ｌ欄には、Ｇ欄とH欄とを比較して少ない額を記入する。

種　　　　　　　　　　目 総事業費
寄附金その
他の収入額

差引額
対象経費
実支出額

基準額



（第５号様式）
高齢者在宅福祉事業費補助金

市町村名

【市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業】

（Ａ） 健康づくり事業実施の数 0 事業

１）健康づくり・介護予防支援事業 事業

２）地域支え合い事業 事業

３）若手高齢者組織化・活動支援事業 事業

４）市町村老連活動支援体制強化事業 事業

（Ｂ） 市町村老連における事業支出額（集計） 0 円

（Ｃ） （Ｂ）に対し市町村が助成した額（集計） 0 円

（Ｄ） （Ｃ）のうち県補助の対象経費の実支出額（集計） 0 円

（Ｅ） 基準額 円

（Ｆ）
県補助基本額
※（Ｄ）と（Ｅ）を比較して少ない額

0 円

※Ｂ欄は、第５号様式　別紙のアの合計額と一致すること。
※Ｃ欄は、第５号様式　別紙イの合計額と一致すること。
※Ｄ欄は、第５号様式　別紙ウの合計額と一致すること。
　　また、第４号様式（健康づくり事業）のＤと一致すること。
※Ｅ欄は、第４号様式（健康づくり事業）のＥと一致すること。
※Ｆ欄は、第４号様式（健康づくり事業）のＦと一致すること。
※Ａ欄、Ｂ～Ｄ欄、Ｆ欄には、計算式が入っているため、削除しないこと。.

事業実施状況調

内訳



（第５号様式　別紙）

市町村名

事業名

事業実施市町村老連

事業の名称
（大会、講習会等）

事業の概要

実施の方法

講師等（役職等）

参加対象者

参加人数

実施時期（回数） （　　　　　　　　　　　　　回）

実施場所

市町村老連における
事業支出額（ア）

円

上記（ア）のうち、市町村が
助成した額（イ）

円

対象経費 補助額 備考

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

0 円

※「事業実施市町村老連」欄は、支部単位等で事業を実施する場合のみ記入すること。
※ア≧イ≧ウとなること。
※備品を購入した場合は、「備考」欄に品名、単価、個数等を記入すること。
※「対象経費支出予定額」には、計算式が入っているため、削除しないこと。

上記（イ）のうち、県補助金
の対象経費
【対象経費】
給料、職員手当等、共済
費、報償費、賃金、旅費、需
用費、備品購入費、役務
費、委託料、使用料及び賃
借料

対象経費実支出額（ウ）

市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業実施状況調

（選択してください）


